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事業報告

会社役員に関する事項
(1) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第
427条第１項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金
500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額と
しております。

(2) 補償契約の内容の概要

　当社は、取締役 英 裕治氏、野村 佳秀氏、林 健二氏、原 琢己氏および坂口 

洋二氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し、同項

第１号の費用および同第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償す

ることとしております。
　当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにす
るため、会社による役員の提訴の場合の争訟費用は補償の適用除外とする、損害
賠償金等の補償においては補償委員会の決議により支払うなど、一定の措置を講
じております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社および当社のすべての子会社の取締役（監査等委員である取締役
を含む。）、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項
に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。保険料は、
特約部分も含めて会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はあ
りません。
　当該保険契約においては、被保険者である役員等が役員としての業務につき行
った行為（不作為を含む。）に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされ
たことにより被保険者に発生する損害賠償金および争訟費用が填補されることに
なりますが、被保険者の違法な行為に起因して生じた損害や会社による損害賠償
請求の場合は填補されないなど一定の免責事由があり、被保険者の職務の執行の
適正性が損なわれないようにするための措置が講じられております。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の
とおりであります。
① 業務執行取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1.業務執行取締役は、株主総会、取締役会および関連資料等、業務執行取締役

の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を
行う。

2.業務執行取締役は、上記情報の保存および管理の監視・監督責任者として、
必要に応じて取締役、内部監査室、会計監査人、社内関連部門が閲覧できる
よう保存期間管理する。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.取締役会は、損失の危険の管理を統括する組織として、「ビジネスリスクマ

ネジメント委員会」を設け、当該委員会は、当社企業グループのリスクマネ
ジメント業務を統括する。取締役会は、当社企業グループ横断的な視点から
リスクマネジメントの基本方針、その他重要事項の決定を行う。

2.「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループに内在するリ
スクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、当社企業
グループのリスクマネジメント状況を監督し、毎年度見直しを行う。当社企
業グループにおいては、平時は、当社各部門および各子会社においてリスク
の洗い出しを行い、そのリスクの軽減化に取り組むとともに、有事は「危機
管理規程」に従い、当社企業グループ全体として対応することとする。

③ 業務執行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、定時取締役会、臨時取締役会により、会社法の要請に基づく重

要事項の決定ならびに業務執行取締役の業務執行状況の監督等を行う。さら
に、経営効率を向上させるため、全取締役および執行役員等の事業責任者が
出席する経営執行会議を開催し、当社企業グループの業務執行に関する基本
的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。当社においては、監
督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、
執行役員制を導入している。

2.当社企業グループの業務執行について、業務執行取締役および執行役員等の
事業責任者は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立
案し、当社企業グループの経営目標を設定し、それらは経営執行会議におい
て決議される。当社各部門および各子会社においては、その経営目標達成に
向け具体策を立案・実行し、重要な業務の執行状況についての報告をするた
めの体制をとる。また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗し
ているか、業績報告を通じて定期的にチェックを行う。

3.当社企業グループは、日常の業務の遂行に際し、各レベルの責任者が職務権
限の委譲に基づき、業務を遂行する体制をとる。
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4.取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した３名以上の取締役からなる
委員で構成し、その過半数を社外取締役とし、委員長を社外取締役が務める
指名・報酬委員会を設置し、取締役等の指名・報酬等の決定に係わる公平
性、透明性および客観性を高める。

④ 業務執行取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制

1.「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループのコンプライ
アンスを統括する。コンプライアンスの推進については、「ティアックグル
ープコンプライアンス規程」を制定し、業務執行取締役は、使用人がコンプ
ライアンスを重視して自らの業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導す
る。

2.当社は、公益通報者保護法に基づく「内部通報制度」により、業務執行取締
役・使用人が社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われ
ようとしていることに気付いたときは、制度で定める「窓口部門」に通報し
なければならないと定めており、運用状況を四半期毎に取締役会に報告す
る。会社は通報者、通報内容について開示しないものとする。各当社子会社
においても、同法もしくは適用される同種の法令を準用して、同等の内部通
報制度を運用する。

3.「ティアックグループコンプライアンス規程」において、ティアックグルー
プ社員は反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を
拒絶し、その活動を助長するような行為をしてはならない旨規定し、反社会
的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。

4.業務執行取締役は、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と
認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内
部統制の有効性を毎年度評価、報告する体制を整備し運用する。

⑤ 当該株式会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制

1.業務執行取締役は、当社企業グループ各社の業務執行取締役の職務の執行に
係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行い、必要に応
じて取締役、内部監査室、社内関連部門の閲覧可能な状態とする体制を整備
する。

2.当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」を通じて、当社企業グルー
プ各社のコンプライアンス・リスク管理教育、指導を行うとともに問題点の
把握に努める。

3.内部監査室は、当社および当社企業グループの組織体制の整備および業務の
執行状況を評価し、経営改善のための提言を行うとともに、不適切な取引ま
たは会計処理を防止する。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項
当社は、内部監査室を監査等委員会の指揮下に置き、内部統制システムの有
効性確認や監査業務を共同して行うものとし、監査等委員会がその職務を補
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助すべき使用人を追加して置くことを求めた場合、必要に応じて専任あるい
は兼任の補助スタッフを置くこととする。

⑦ ⑥の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の業務執行取締役からの独立性
および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用
人の任命、異動等の人事権に係わる事項の決定には、監査等委員会の事前の
同意を得るものとし、人事考課については、監査等委員会の意見を考慮して
行う。

2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、その業務に関して監査等委員会
から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。

⑧ 業務執行取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他
の監査等委員会への報告に関する体制

1.業務執行取締役は、当社企業グループに係り、当社取締役会規程に定める取
締役会決議事項（法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業
務に関する事項）ならびに各業務執行取締役の職務の状況についての報告を
実施するための体制をとる。

2.業務執行取締役および執行役員等の事業責任者は、当社企業グループの重要
な業務の執行状況について監査等委員会へ報告をするための体制をとる。

3.業務執行取締役は、監査等委員会の業務監査にあたり使用人またはこれらの
者から報告を受けた者が当社企業グループの重要な業務の執行状況について
の報告をするための体制をとる。

4.内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る
場合および通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は速やかに監査等
委員会に通知する。

5.監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不
利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を業務執行取締役および使用人に
周知徹底する。

6.「ビジネスリスクマネジメント委員会」ほか経営執行会議下部組織は、監査
等委員会に定期的に報告をするための体制をとる。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社は、監査等委員会が内部監査室を指揮し、その監査結果について報告を

受ける。
2.当社は、監査等委員会が、業務執行取締役、会計監査人とそれぞれ定期的ま

たは随時会合をもち、意見交換を行い、相互の意思疎通を図れる体制をと
る。

3.当社は、監査等委員会が、業務執行取締役および使用人に、業務に関する説
明または報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応する体制を整える。

4.当社は、監査等委員会が、必要に応じて内部監査に関連する管理部門に調査
を求める場合、迅速かつ適切に対応する体制を整える。

5.当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求
をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他会社の業務の適正を確保するための体制についての運用状況は以下のとおり
であります。
① 監査等委員会設置会社への移行

当社は、2016年６月21日開催の第68回定時株主総会の決議により監査等委員
会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を
付与することで監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバ
ナンスの一層の充実を図っております。

② 法令遵守体制
当社は、海外子会社の現地社員にも共通して適用される「ティアックグルー
プコンプライアンス規程」を日本語・英語版にて策定しており、子会社各社
への送付、イントラネット上への掲載、研修等の方法により周知させ、コン
プライアンスの徹底を図っております。
当社グループ会社の役職員の職務分掌に係り必要となる法令については、各
法令の主管部門より随時関連する法令情報等の提供および指導を行い、法令
および定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
また、当社は内部通報制度を設けており、取締役会へ通報状況の四半期報告
を実施し、コンプライアンスの実効性向上に努め、ハラスメント防止規程を
運用することにより、社内の健全な労働環境維持を図っております。

③ リスク管理
当社は、「ティアックグループリスク管理方針」を策定し、グループ会社を
含めたリスク管理を行っております。
年度毎に、ビジネスリスクマネジメント委員会が中心となり、リスクアセス
メント、リスク管理テーマの設定、対策、対策状況モニタリング、結果総括
を実施するとともに、取締役会へ対応状況の四半期報告を実施し、リスク状
況のタイムリーな把握と対策実施によるリスクの低減に努めております。

④ グループ会社管理
当社は、「関係会社管理規程」を策定し、子会社の管理方針および管理体制
を定め、子会社の指導を行うとともに、必要なサポートを行っております。
また、子会社への取締役および監査役の派遣、内部監査室による内部監査を
実施して、当社グループにおける業務の適正性を確保しております。

⑤ 監査等委員会の監査
当社は、監査等委員会を毎月開催し、監査方針等の協議決定および監査結果
報告を行いました。監査等委員は、取締役会、経営執行会議その他重要な会
議に出席し随時意見を述べたほか、内部監査室や会計監査人と相互連携し、
また、実査、往査も行い、監査の実効性確保に努めております。
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当社は、2022年４月26日の取締役会において、2022年６月17日以降、内部監
査室を監査等委員会の指揮下に置き、内部統制システムの有効性確認等を共
同してより効率的に行えるように変更すること、また、2022年９月27日の取
締役会において、役員の指名および報酬等に関する公平性、透明性および客
観性をより向上させることを目的として、同日付で任意の指名・報酬委員会
を設置することをそれぞれ決議し、内部統制システム構築の基本方針を改定
しております。詳細は、2022年４月26日付発表の当社リリース「内部統制シ
ステム構築の基本方針の一部改定のお知らせ」、2022年９月27日付発表の当
社リリース「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」および「内部統制
システム構築の基本方針の一部改定のお知らせ」をご参照ください。
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1. 連結計算書類の作成基準

　当社及びその子会社（当社グループ）の連結計算書類は会社計算規則第120条第１項の規定に

より、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠しております。

　なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略して

おります。

2. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び重要な会社の名称

　子会社11社すべてを連結しており、その主要な会社は以下のとおりであります。

ティアック アメリカ INC.、ティアック ヨーロッパ GmbH、東莞ティアック エレクトロニクス

CO.,LTD.、エソテリック株式会社、ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ株

式会社、ティアック UK LTD.、ティアック オーディオ（チャイナ）CO., LTD.

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、東莞ティアック エレクトロニクスCO.,LTD.、ティアック セールス アン

ド トレーディング（深セン）CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に

あたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しています。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 金融資産

（ｉ）当初認識及び測定

　当社グループは、金融資産について、償却原価で測定する金融資産、純損益又はその他

の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

　すべての金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資

産に分類しております。

・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有するこ

とを目的とする事業モデルの中で保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシ

ュ・フローが所定の日に生じる。

　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類し

ております。公正価値で測定する資本性金融商品については、純損益を通じて公正価値で

測定しなければならない売買目的で保有される資本性金融商品を除き、公正価値の事後の

変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行っており、その他の包括利

益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に分類しています。また、金融資産は、純

損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に取引コスト

を加算した金額で測定しております。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は

取引価格で当初測定しております。当社グループは、為替変動リスクをヘッジするため、

為替予約等のデリバティブを利用しておりますが、これらのデリバティブについては契約

が締結された日の公正価値で当初認識しております。

－ 7 －



（ⅱ）事後測定

　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(a) 償却原価により測定する金融資産

　償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定

しております。

(b) 公正価値により測定する金融資産

　公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しておりま

す。ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると

指定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しておりま

す。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益

として認識しております。

（ⅲ）金融資産の減損

　償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたり、当該金融資産に係る予想信用損失

に対して貸倒引当金を認識しております。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る

信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているか評価し、当初認識時点から信用リス

クが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金と

して認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合

には、全期間の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金として認識しております。但し、

重大な金融要素を含んでいない営業債権等については、信用リスクの当初認識時点からの

著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金と

して認識しております。

　なお、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過情報の

他、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報（内部格付、外部格付等）を

考慮しております。

（ⅳ）金融資産の認識の中止

　金融資産の認識の中止として、当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに

対する契約上の権利が消滅する、または金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る権

利を移転し、かつ、当社グループが当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとん

どすべてが移転する場合において、金融資産の認識を中止しております。

－ 8 －



② 金融負債

（ⅰ）当初認識及び測定

　金融負債は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において、デリバテ

ィブを純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に、それ以外の金融負債を償却原価で

測定する金融負債に分類しております。

（ⅱ）事後測定

（a）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で測定し、再測定から生じる

利得又は損失は純損益として認識しております。

（b）償却原価で測定する金融負債

　償却原価で測定する金融負債は、実効金利法を使用した償却原価で測定し、支払利息

は純損益として認識しております。

（ⅲ）金融負債の認識の中止

　当社グループは、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、

取消し、又は失効となった場合にのみ、金融負債の認識を中止しております。金融負債の

認識の中止に際しては、金融負債の帳簿価額と支払われた又は支払う予定の対価の差額は

純損益として認識しております。

③ 非金融資産の評価基準及び評価方法

（ｉ）棚卸資産

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の額で測定されます。原価

は、主として移動平均法により算定されております。製品及び仕掛品の原価は、設計費、

原材料費、直接労務費、その他の直接費並びに正常生産能力等に基づき行われた製造間接

費の配賦額から構成されています。正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売

価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額です。

（ⅱ）有形固定資産

(a) 認識及び測定

　有形固定資産は、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累

計額を控除した金額で計上されています。取得原価には、その資産の取得に直接付随す

る全ての費用を含んでおります。有形固定資産の処分損益は、純損益で認識していま

す。

(b) 取得後の支出

　取得後の支出は、その支出に関連する将来の経済的便益が当社にもたらされる可能性

が高い場合にのみ資産計上します。他の全ての修繕並びに維持にかかる費用は、発生時

に純損益で認識しています。
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（ⅲ）無形資産

(a) ソフトウェア

　ソフトウェアは原価モデルを適用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で表示しております。

(b) 研究開発費

　研究活動に関する支出は、発生時に費用計上しております。開発活動による支出につ

いては、信頼性を持って測定可能であり、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能

であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社が開発を完成させ、当該資産を

使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有している場合にのみ資産計上して

おります。これらの要件を満たさない開発費用は、発生時に費用計上しております。資

産計上された開発費用は当初認識後、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控

除して表示しております。

（ⅳ）非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く、当社グループの非金融資産の帳簿価額は、報告日ご

とに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回

収可能価額を見積り、減損テストを実施しております。

　減損テスト実施の単位である資金生成単位については、他の資産又は資産グループのキ

ャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして

識別される資産グループの最小単位としております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいず

れか高い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フロ

ーは、貨幣の時間的価値及び当該資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて

現在価値に割り引いております。

　全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候

がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額に基づき減損テストを実施

しております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に認識し

ております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、当該単位内の資産に対し、各

資産の帳簿価額の比に基づき配分しております。

　過去の期間に減損損失を認識した資産又は資金生成単位については、過去の期間に認識

した減損損失の戻し入れの兆候の有無を判断しております。減損損失の戻し入れの兆候が

存在する資産又は資金生成単位については、回収可能価額を見積り、回収可能価額が帳簿

価額を上回る場合に減損損失の戻し入れを行うこととしております。減損損失の戻し入れ

後の帳簿価額は、減損損失を認識しなかった場合に戻し入れが発生した時点まで減価償却

又は償却を続けた場合の帳簿価額を上限としております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（使用権資産を除く。）

　減価償却は、見積残存価額を差し引いた有形固定資産の取得原価を、見積耐用年数にわた

り定額法を用いて減額するように計算しています。

　有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりです。

　建物及び構築物　　　　　　３－50年

　機械装置及び車両運搬具　　４－25年

　工具、器具及び備品　　　　２－15年

　減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、各連結会計年度末に見直しを行い、必要に応じ

て見直しております。

無形資産

　ソフトウェアは見積耐用年数（５年以内）にわたり定額法で償却しております。

使用権資産

　使用権資産は、リース契約の終了時までに当社グループが所有権を獲得することが合理的

に確実である場合を除き、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間にわたり定額

法で償却しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　引当金は、当社が過去の事象の結果として現在の債務を有しており、当該債務を決済する

ために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信

頼性のある見積りができる場合に認識しております。

　貨幣の時間的価値の影響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させ

た割引率を用いた現在価値により測定しております。

① 製品保証引当金

　製品保証引当金は、過去の製品保証に係るデータを基に起こり得る結果と関連する発生可

能性を加重平均した額に基づき、対象となる物品を販売した時点で認識しています。

② 資産除去債務

　資産の解体・除去費用、原状回復費用及び資産を使用した結果生じる支出に関して引当金

を認識するとともに、当該資産の取得原価に加算しております。
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(4) 従業員給付に係る会計処理の方法

① 確定給付制度

　退職給付に係る負債は、制度ごとに区別して、従業員が過年度及び当年度において提供し

たサービスの対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額から、制度資

産の公正価値を差し引くことによって算定しております。

　割引率は、当社の債務と概ね同じ満期日を有する期末日の優良社債の利回りを使用してお

ります。退職給付に係る負債にかかる計算は、予測単位積増方式により行っております。

　当社は、退職給付に係る負債の再測定を、その他の包括利益で認識し、即時にその他の資

本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。

② 確定拠出制度

　確定拠出制度については、年金制度に対し拠出金を支払っております。拠出金の支払いを

行っている限り、当社グループに追加的な支払債務は発生しません。なお、確定拠出制度の

拠出債務は、従業員がサービスを提供した時点で費用として認識しております。

③ 短期従業員給付

　短期従業員給付は、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用

処理しております。当社が従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の

法的もしくは推定的債務を負っており、信頼性のある見積りが可能な場合に、支払われると

見積られる額を負債として認識しております。

(5) 収益認識

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

（IFRS第９号に基づく利息及び配当収益等を除く）。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する。

当社グループは、主として電気機器製品の製造販売を行っており、販売については製品の

所有権が顧客に移転した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務

が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、情報

機器事業のうち、ソリューションビジネスにおけるインフラ・ネットワークの保守サービス

及び機内エンターテインメント機器における保守サービス等の役務の提供については、時の

経過につれて履行義務が充足されるため、サービスを提供する期間を通じて一定期間にわた

り収益を認識しております。

なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品な

どを控除した金額で測定しております。
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(6) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

① 外貨建取引

　外貨建取引は取引日における為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しており

ます。期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換

算しております。公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、その公正価値の算

定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。

　取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レートを用いて換算し

ております。

　再換算又は決済により発生した換算差額は、その期間の純損益で認識しております。

② 在外営業活動体

　在外営業活動体の資産及び負債は期末日の為替レートで、収益及び費用は連結会計期間中

の為替レートが著しく変動していない限り、月次平均レートで日本円に換算しております。

換算差額はその他の包括利益で認識しております。在外営業活動体が処分され支配を喪失す

る場合には、当該在外営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の損益として認識し

ております。

(7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しております。
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商品及び製品 2,350百万円

仕掛品及び原材料 1,865百万円

棚卸資産評価損（売上原価） 89百万円

有形固定資産 2,211百万円

無形資産 107百万円

5. 会計上の見積りに関する注記

（1）棚卸資産の評価

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　棚卸資産は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により評価し

ており、正味売却価額が帳簿価額よりも低下している場合には、帳簿価額を正味売却価額まで

切下げております。また、仕入から一定期間を経過した滞留在庫については、通常価格で販売

できなくなる可能性が高くなることから、仕入からの期間で逓減的に価値が下落していくと見

なし、段階的に評価損率を乗じて帳簿価額を切下げております。

　棚卸資産の評価における主要な仮定は、販売期間でありますが、市場環境の変化等によって

販売期間が変わり、段階的な評価損率の見直しが必要となる場合、翌連結会計年度の連結計算

書類に計上される棚卸資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（2）共用資産の減損

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

このうち、当社における全社資産（主に本社賃貸オフィスに係る使用権資産及びEMCセンターの

土地建物）は1,739百万円であり、有形固定資産及び無形資産の残高合計額の75％を占めていま

す。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　会計上の見積りに関する項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を

及ぼす可能性があるものは、当社における全社資産の減損です。

　当連結会計年度において、通期では営業利益を計上し、今後の外部環境や需要予測を社内外

から得た情報を基に考慮した結果、経営環境の悪化その他の兆候も認められないことから、減

損の兆候はないと判断しております。

　回収可能価額は使用価値に基づき算定されており、使用価値の算定に用いられたキャッシ

ュ・フロー予測は、経営者が作成した当社の中期事業計画を基礎としております。

　当該計画は新製品の導入、既存ブランドの価値の向上による売上の維持・拡大施策を仮定と

しております。

　しかしながら、キャッシュ・フロー予測の基礎となる中期事業計画に含まれる仮定には高い

不確実性が伴い、翌連結会計年度の実績が見積りと異なる場合、減損テストの結果に重要な影

響を及ぼす可能性があります。
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,316百万円

有形固定資産（建物） 294百万円

有形固定資産（土地） 641百万円

合計 935百万円

短期借入金 1,008百万円

長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む） 400百万円

社債 250百万円

合計 1,658百万円

営業債権及びその他の債権から直接控除した貸倒引当金 6百万円

その他の金融資産から直接控除した貸倒引当金 178百万円

受取手形 36百万円

支払手形 122百万円

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 1,200百万円

差引残高 1,300百万円

（連結財政状態計算書に関する注記）

2. 担保に供している資産及び担保付債務

上記の資産に対する根抵当権の極度額2,140百万円

3. 資産から直接控除した貸倒引当金

4. 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決

済が行われたものとして処理しております。

5. 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミッ

トメントライン契約を締結しております。

　なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項

目前営業損益を損失とならないようにすること。

(2) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書における

自己資本比率を10％以上に維持すること。

　その他、東京証券取引所市場上場を維持すること等の制限が設けられております。また、当社

所有の不動産の一部を担保として提供しております。銀行借入の担保となっている有形固定資産

の帳簿価額は、2024年３月31日現在において935百万円であります。
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普通株式 28,931,713株

・配当金の総額 29百万円

・１株当たり配当額 1.00円

・基準日 2023年３月31日

・効力発生日 2023年６月27日

・配当金の総額 29百万円

・１株当たり配当額 1.00円

・基準日 2024年３月31日

・効力発生日 2024年６月24日

（連結持分変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式に関する事項

当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

2. 剰余金の配当に関する事項

（1）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年６月26日開催の第75期定時株主総会決議による配当

（2）当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2024年６月21日開催の第76期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に当社グループ製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照ら

して、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融

資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権及びその他の債権に含まれる受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒され

ております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権

及びその他の債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として円転の発生する

外貨建の営業債権及びその他の債権について先物為替予約を利用してヘッジしております。

その他の投資に含まれる株式は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式で

あり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、

その一部には、製品や原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒さ

れていますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、主に運転

資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は変動金利であ

るため金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務及び借入金は流動性リスクに

晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に従い、営業債権及びその他の

債権について、財務部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図

っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建の営業債権及びその他の債権・営業債務・その他の債務につい

て、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用し

てヘッジしております。なお、為替相場の状況により、１年を限度として、輸出に係る予定

取引により確実に発生すると見込まれる外貨建の営業債権及びその他の債権に対する先物為

替予約を行っております。管理体制については、取締役会で定められた管理規程に基づき、

取締役会がリスク管理方針を明らかにするとともに取引のリスクの種類と内容について承認

を行っております。また、取引の状況は定期的に経営執行会議にて報告され、状況の変化に

応じた方針等の再確認を行い、徹底したリスク管理を行っております。

　株式については、定期的に公正価値や発行体の財務状況等を確認しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新する

とともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の公正価値に関する事項についての補足説明

　金融商品の公正価値には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の公正価値に関する事項

公正価値の算定方法

① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務

　現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務は、短期間

で決済されることから、公正価値は帳簿価額に近似しております。

② その他の金融資産

　その他の金融資産は、主に敷金及び差入保証金であり、当初認識後に実効金利法による償

却原価で測定しております。

③ 社債及び借入金

　社債及び借入金は、契約ごとの将来キャッシュ・フローから、類似の満期日のものに対し

て適用される期末金利を用いて割り引いた現在価値に基づいて算定しております。

④ 長期未払金

　長期未払金は、従業員に対して支払う将来キャッシュ・フローから、類似の満期日を有す

る期末日の優良社債の金利を用いて割り引いた現在価値に基づいて算定しております。

3. 金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させ

た公正価値のヒエラルキーを用いて、公正価値の測定を分類することを要求しております。

公正価値の測定に用いられる公正価値の階層（公正価値ヒエラルキー）の定義は次のとおり

です。

レベル１・・・活発な市場における公正価値により測定された公正価値

レベル２・・・レベル１以外の、観察可能なインプットを直接又は間接的に使用して算出され

た公正価値

レベル３・・・観察不可能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

当社グループでは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替が生じた場合、各会計期間末に

これらを認識しています。上記の定義に基づき、連結財政状態計算書において経常的に公正価

値で測定されている金融資産及び金融負債はございません。
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なお、連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていない金融資産・金融負債のうち、下

記の項目については、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、公正価値を開

示しておりません。

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

その他の金融資産

営業債務及びその他の債務

社債及び借入金

長期未払金
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音響機器事業 情報機器事業 その他 合計

販売先: 国内

一時点で移転する製品及びサービス 4,013 3,226 258 7,498

一定の期間にわたり移転するサービス － 111 － 111

小計 4,013 3,337 258 7,608

販売先: 海外

一時点で移転する製品及びサービス 6,917 514 551 7,982

一定の期間にわたり移転するサービス － － － －

小計 6,917 514 551 7,982

その他の収益（注） － 83 － 83

合計 10,930 3,933 809 15,672

(収益認識に関する注記)

(1) 収益の分解

　当社グループは、顧客との契約から生じる収益を、顧客との契約に基づき収益認識の時期に

より分解しております。これらの分解した収益と報告セグメントとの関連は以下のとおりであ

ります。

（単位：百万円）

(注)「その他の収益」は、IFRS第16号に基づくリース収益が含まれております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以

下のとおりであります。

　当社グループは、主として電気機器製品の製造販売を行っており、販売については製品の所

有権が顧客に移転した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充

足されると判断し、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。

　また、情報機器事業のうち、ソリューションビジネスにおけるインフラ・ネットワークの保

守サービス及び機内エンターテインメント機器における保守サービス等の役務の提供について

は、時の経過につれて履行義務が充足されるため、サービスを提供する期間を通じて一定期間

にわたり収益を認識しております。

　なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品など

を控除した金額で測定しております。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は9百万円（一定期間

の未認識額等）であり、当社グループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれ

て１年から７年の間で収益を認識することを見込んでおります。
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1. １株当たり親会社所有者帰属持分 124円08銭

2. 基本的１株当たり当期損失 1円85銭

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）

重要な後発事象はありません。
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貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
原 材 料 及 び 仕 掛 品
前 払 費 用
関係会社短期貸付金
未 収 入 金
リ ー ス 債 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
長 期 未 収 入 金
敷 金 及 び 保 証 金
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費

　

5,187
555
510

1,529
1,100
790
149
53

323
110
65

△0
6,491
1,482
297
5
39
0
37

1,075
16
13
62
60
3

4,946
0

4,780
3
30

174
101
167
5

△314
8
8

　

流 動 負 債 5,606

支 払 手 形 317

買 掛 金 393

短 期 借 入 金 1,200

関 係 会 社 短 期 借 入 金 2,042

１年内返済予定の長期借入金 549

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 100

リ ー ス 債 務 59

未 払 金 423

未 払 費 用 135

未 払 法 人 税 等 55

前 受 収 益 22

前 受 金 16

預 り 金 16

賞 与 引 当 金 149

製 品 保 証 引 当 金 32

未 払 消 費 税 等 59

そ の 他 39

固 定 負 債 1,958

社 債 150

長 期 未 払 金 495

長 期 借 入 金 1,232

リ ー ス 債 務 70

そ の 他 11

負 債 合 計 7,563

( 純 資 産 の 部 )
株 主 資 本 4,122

資 本 金 3,500

資本剰余金 54

その他資本剰余金 54

利益剰余金 689

利 益 準 備 金 3

その他利益剰余金 687

繰越利益剰余金 687

自 己 株 式 △122

純 資 産 合 計 4,122

資 産 合 計 11,685 負 債 及 び 純 資 産 合 計 11,685

（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して、表示しております。



損 益 計 算 書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

科　　　　　　目 金　　　　　　額

売 上 高 10,620

売 上 原 価 6,561

売 上 総 利 益 4,059

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,994

営 業 利 益 65

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5

受 取 配 当 金 61

受 取 地 代 家 賃 71

そ の 他 9 146

営 業 外 費 用

支 払 利 息 147

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 98

不 動 産 賃 貸 原 価 28

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5

為 替 差 損 168

そ の 他 7 454

経 常 損 失 △244

税 引 前 当 期 純 損 失 △244

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △64 △64

当 期 純 損 失 △180

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して、表示しております。



株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

株 主 資 本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計その他

資本剰余金
利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2 0 2 3 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,500 54 － 898 898 △122 4,330 4,330

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △29 △29 △29 △29

利 益 準 備 金 の 積 立 3 △3 － － －

当 期 純 損 失 △180 △180 △180 △180

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

当 期 変 動 額 合 計 － － 3 △211 △209 △0 △209 △209

2 0 2 4 年 ３ 月 3 1 日 残 高 3,500 54 3 687 689 △122 4,122 4,122

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して、表示しております。



個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）によっております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、市場販売目的ソフトウェアについては、関連製品の販売計画等を勘案した見積販売

可能期間（３年）に、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

3. 固定資産の減損

　資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされていますが、当社は、原則として

事業用資産についてはビジネスユニットを基礎としてグルーピングを行っており、遊休資産に

ついては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　減損の兆候がある資産又は資産グループについての減損損失を認識するかどうかの判定は、

資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較す

ることによって行い、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総

額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識します。減損損失を認識すべきであると判定

された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失としております。

　共用資産（主にEMCセンターの土地建物）は独立したキャッシュ・インフローを生成しないた

め、共用資産に減損の兆候がある場合、減損損失を認識するかどうかの判定は、共用資産が関



連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で行います。共用資

産を含む、より大きな単位について減損損失を認識するかどうかを判定するに際しては、共用

資産を含まない各資産又は資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用

資産の帳簿価額を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フローの総額とを比較します。この

場合に、共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則として、共用資

産に配分します。

4. 繰延資産の処理方法

　社債発行費は、社債償還期間（５年間）にわたり均等償却しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別にその回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、計上しております。退職給付債務及び退職給付費用の処理方法は以下のとおり

であります。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

　退職者に係る閉鎖型確定給付企業年金から生じる数理計算上の差異は、発生の翌事業年度

に一括費用処理しております。

(4) 製品保証引当金

　製品の保証期間内に係るアフターサービスに要する費用の支出に備えるため、過去の支出

実績に基づくアフターサービス費用の今後の支出見込額を計上しております。

6. 退職給付に係る会計処理の方法

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結計算書

類と異なっております。



7. 収益の認識基準

当社は、主として電気機器製品の製造販売を行っており、販売については製品の所有権が顧客

に移転した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判

断し、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。

また、情報機器事業のうち、ソリューションビジネスにおけるインフラ・ネットワークの保守

サービス及び機内エンターテインメント機器における保守サービス等の役務の提供について

は、時の経過につれて履行義務が充足されるため、サービスを提供する期間を通じて一定期間

にわたり収益を認識しております。

なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品など

を控除した金額で測定しております。

8. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

9. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しております。



商品 1,100百万円

原材料及び仕掛品 790百万円

棚卸資産評価損（売上原価） 48百万円

有形固定資産 1,482百万円

無形固定資産 62百万円

（会計上の見積りに関する注記）

（1）棚卸資産の評価

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　棚卸資産は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により評価し

ており、正味売却価額が帳簿価額よりも低下している場合には、帳簿価額を正味売却価額まで

切下げております。また、仕入から一定期間を経過した滞留在庫については、通常価格で販売

できなくなる可能性が高くなることから、仕入からの期間で逓減的に価値が下落していくと見

なし、段階的に評価損率を乗じて帳簿価額を切下げております。

　棚卸資産の評価における主要な仮定は、販売期間でありますが、市場環境の変化等によって

販売期間が変わり、段階的な評価損率の見直しが必要となる場合、翌事業年度の計算書類に計

上される棚卸資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（2）共用資産の減損

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

このうち、当社における共用資産（主にEMCセンターの土地建物）は608百万円であり有形固

定資産及び無形固定資産の残高合計額の39％を占めています。

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、当社における共用資産の減損

です。

　当事業年度において、通期では営業利益を計上し、今後の外部環境や需要予測を社内外から

得た情報を基に考慮した結果、経営環境の悪化その他の兆候も認められないことから、共用資

産に対して減損の兆候は認められないと判断しております。

　減損損失の認識の判定に用いる場合の割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した

当社の中期事業計画を基礎としております。

　当該計画は新製品の導入、既存ブランドの価値の向上による売上の維持・拡大施策を仮定と

しております。

　しかしながら、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる中期事業計画に含まれる仮定に

は高い不確実性が伴い、翌事業年度の実績が見積りと異なる場合、減損損失の認識の判定の結

果に重要な影響を及ぼす可能性があります。



1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,146百万円

建物 294百万円

土地 1,071百万円

合計 1,365百万円

短期借入金 1,008百万円

長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む） 400百万円

社債 250百万円

合計 1,658百万円

3. 受取手形割引高 120百万円

金融機関からの借入金に対する保証債務 322百万円

短期金銭債権 477百万円

長期金銭債権 174百万円

短期金銭債務 315百万円

受取手形 36百万円

支払手形 122百万円

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 1,200百万円

差引残高 1,300百万円

（貸借対照表に関する注記）

2. 担保に供している資産及び担保付債務

上記の資産に対する根抵当権の極度額2,140百万円

4. 保証債務

ティアック オーディオ(チャイナ) CO.,LTD.

5. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

6. 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決

済が行われたものとして処理しております。

7. 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミッ

トメントライン契約を締結しております。

　なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項

目前営業損益を損失とならないようにすること。



(2) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書における

自己資本比率を10％以上に維持すること。

　その他、東京証券取引所市場上場を維持すること等の制限が設けられております。また、当社

所有の不動産の一部を担保として提供しております。銀行借入の担保となっている有形固定資産

の帳簿価額は、2024年３月31日現在において1,365百万円であります。



関係会社との取引高

売上高 4,022百万円

仕入高、販売費及び一般管理費 3,678百万円

営業取引以外の取引高 217百万円

普通株式 127,289株

（損益計算書に関する注記）

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の数

（税効果会計に関する注記）

1. 繰延税金資産の発生の主な原因

　繰延税金資産の発生の主な原因は減価償却限度超過額、子会社株式評価損、退職給付引当金の否

認、繰越欠損金等であり、回収可能性を検討した結果、評価性引当額として全額控除しておりま

す。

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会

計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び

地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。



種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所

有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子 会 社

ティアック オーディオ
(チャイナ) CO.,LTD.

直接100％

製品の仕入
原材料を同社に
販売
債務保証

業務受託料
(注3)

－ 未収入金 134

原材料の販売
(注1)

39 長期未収入金 174

製品の仕入
(注1)

2,817 買掛金 141

債務保証
(注4)

322 － －

ティアック
アメリカ, INC.

直接100％

当社商品を同社
に販売
資金取引
役員の兼任

当社商品の販売
(注1)

1,735 売掛金 64

資金の返済
(注2)
借入利息の支払
(注2)

93
87

短期借入金 1,620

ティアック
ヨーロッパ GmbH

直接100％
当社商品を同社
に販売

当社商品の販売
(注1)

1,444 売掛金 38

エソテリック
株式会社

直接100％
配当金の受取
不動産の賃借
役員の兼任

配当金の受取 50 － －

不動産賃借料の
受取(注5)

17 未収入金 99

ティアックマニュファク
チャリングソリューショ
ンズ株式会社

直接100％
資金取引
不動産の賃借
役員の兼任

資金の借入
(注2)

53 短期借入金 160

不動産賃借料の
受取(注5)

19 未収入金 0

ティアックカスタマー
ソリューションズ
株式会社

直接100％
不動産の賃借
役員の兼任

不動産賃借料の
受取(注5)

19 未収入金 6

ティアックシステム
ソリューションズ
株式会社

直接100％
資金取引
役員の兼任

資金の返済
(注2)

59 短期借入金 215

（関連当事者との取引に関する注記）

 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 売上、仕入に関しては、各社から提示された原価を検討の上、決定しております。

2. 資金の貸付、借入については、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
3. 業務受託料については、業務内容を勘案し協議の上、決定しております。
4. 債務保証については、金融機関からの借入金に対し債務の保証を行ったものであります。

債務保証の取引金額は、当事業年度の末日現在の債務残高によっております。
5. 不動産賃借料の受取については、近隣の不動産賃借料を勘案して合理的に決定しておりま

す。



音響機器事業 情報機器事業 その他 合計

販売元区分: 国内

一時点で移転する製品 3,956 2,135 1 6,092

一定の期間にわたり移転するサービス － 7 － 7

小計 3,956 2,142 1 6,098

販売元区分: 海外

一時点で移転する製品 4,101 338 － 4,439

一定の期間にわたり移転するサービス － － － －

小計 4,101 338 － 4,439

その他の収益（注） － 83 0 83

合計 8,056 2,563 1 10,620

（収益認識に関する注記）

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円）

(注)「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30

日）の範囲に含まれるリース取引等による収益であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりで

あります。

　当社は、主として電気機器製品の製造販売を行っており、販売については製品の所有権が顧客に

移転した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断

し、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。

　また、情報機器事業のうち、ソリューションビジネスにおけるインフラ・ネットワークの保守サ

ービス及び機内エンターテインメント機器における保守サービス等の役務の提供については、時の

経過につれて履行義務が充足されるため、サービスを提供する期間を通じて一定期間にわたり収益

を認識しております。

　なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控

除した金額で測定しております。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

　当事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は9百万円（一定期間の未認識額

等）であり、当社は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて１年から７年の間で収

益を認識することを見込んでおります。



1. １株当たり純資産額 143円09銭

2. １株当たり当期純損失 6円24銭

結合当事企業の名称 エソテリック株式会社

事業の内容 電子・電気機器等の開発・販売・輸入販売

総資産の額 614百万円

負債の額 289百万円

純資産の額 325百万円

　2024年４月１日

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）

（連結子会社の吸収合併）

　当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるエソテリック株式会

社を、2024年４月１日を効力発生日として吸収合併（以下、本合併）することを決議し、2024年４

月１日付で吸収合併いたしました。

1. 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容 (2024年３月期）

(2) 企業結合日

(3) 企業結合の法的形式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、エソテリック株式会社は解散いたします。

(4) 結合後企業の名称

　ティアック株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項

　プレミアムオーディオ事業における営業体制、製品の企画開発力など経営資源の一層の強化

と、意思決定の迅速化を図ることで、輸入取り扱いブランド製品を含め多様なニーズにお応え

するオーディオ製品の提供を目指して、本合併を実施することといたしました。

2. 実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号2019年１月16日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号2019年１月16日） 

に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。



独立監査人の監査報告書

2024年５月22日

ティアック株式会社

取締役会　御中

R S M 清 和 監 査 法 人
東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 市 川 裕 之

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 本 　 亮

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ティアック株式会社の2023年４月１日
から2024年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人監査報告書謄本
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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